
特別な支援が必要な子どもたちへの支援 
― ライフステージが変わっても切れ目のない支援 ― 

教育委員会事務局／子ども教育部 

子ども特別支援担当 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
子ども特別支援担当から、ライフステージが変わっても切れ目のない支援を行うためのしくみについて、ご説明させていただきます。こちらは、6月（22日）に第七中学校で開催された「地域での教育委員会」でご覧いただいたものと同じものです。障害や発達に課題のある子どもへの成長過程にあった支援を図にしたものです。成長にあわせ、左から右へ移っていきます。上のほう、青い部分には保育園や学校、それをバックアップする教育委員会や子ども教育部があります。下のほう緑のところには、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業所があります。子どもの特性により必要なトレーニング等を行う施設です。未就学児を対象とする「児童発達支援」と、小学生から高校生までを対象とする「放課後等デイサービス」があります。通所支援事業を利用する前に、利用計画（ケアプランのようなもの）を作成する必要がありますので、障害児サービスの利用相談に応じながら利用計画を作成する「障害児相談支援事業所」を利用いただくことができます。すこやか福祉センターも、様々な場面で継続的な支援を行います。



ライフステージが変わっても 
切れ目のない支援 

• 就学移行支援（申し送り） 

 

 

• 「個別発達支援計画書」の作成 

 （個別支援計画会議） 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日はライフステージが変わっても切れ目のない支援として実施している、就学移行支援「申し送り」と、個別支援計画の作成とそのための会議である「個別支援計画会議」について、ご説明させていただきます。



就学移行支援 
（申し送り） 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、就学移行支援「申し送り」についてご説明させていただきます。



就学移行支援（申し送り） 

• 就学によりライフステージが変わっても、
必要な支援や配慮が引き継がれるように
する仕組み。 
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保育園・
幼稚園 小学校 中学校 

申し送り 
 
 
 
 

申し送り 
 
 
 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
保育園や幼稚園から小学校に就学する時、また、小学校から中学校に就学する、といったライフステージが変わる時に、それまで行ってきた配慮や支援などが、就学先・進学先の学校でも引き続き行われるようにする必要があります。そのための仕組みが、この就学移行支援（申し送り）です。



就学移行支援（申し送り） 
スケジュール 

８月 

•対象児童の名簿をすこやか福祉センターに送付【子ども特別支援】 

•保護者の意向を確認【すこやか、在籍園】 

•在籍園へ「指導経過など連絡票」の作成を依頼【すこやか】 

１０月上旬 

•小学校へ対象児童名簿を送付【子ども特別支援】 

•対象児童の「指導経過など連絡票」を小学校に持参（就学時健診での申し送り）   
【すこやか】 

１０月中旬～
１１月 

•就学児健康診断の受診状況を連絡【小学校→子ども特別支援→すこやか】 

•保護者支援、情報収集を継続【すこやか】 

２月～３月 

•１０月に情報提供を行わなかった児童、状況が変化した児童について情報共有（就学直
前の申し送り） 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらは小学校就学前の申送りの年間スケジュールです。就学移行支援「申し送り」は、毎年8月ころから就学直前の3月まで行っております。8月に名簿を作成し、中学校に進学する際も、就学時健康診断の部分を除き、これに準じて行っています。



就学移行支援（申し送り）① 

• すこやか福祉センター職員が関係機関等
から情報収集 
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保育園、幼稚園、障害児通所支援施設 等 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
申し送りは、対象児童がこれまで通ってきた保育園、幼稚園、障害児通所支援施設、区立療育センターの「アポロ園」や「ゆめなりあ」なども含みますが、そのような施設からの情報提供を受けて行います。また、必要に応じて家庭訪問や面談を行い、対象児童の状況の聴き取りを行います。



就学移行支援（申し送り）② 

• 情報を共有 

 

8 教育委員会 

学校 



「個別発達支援計画書」の作成 
（個別支援計画会議） 
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「個別発達支援計画書」の作成 

• 特別な支援が必要な児童ごとに、「個別
発達支援計画書」（＝「個別の教育支援
計画」）を作成 

 

• すこやか福祉センターの職員が関係機関
と連携して作成 

 

• 小学校で「個別支援計画会議」を開催 
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「個別の教育支援計画」とは 

• 障害のある児童（生徒）などについて学
習指導要領 (平成29年3月文部科学省告
示）により作成し活用することに努める
こととされている。 

 

• 特別支援学級に在籍する児童（生徒）や
通級による指導を受ける児童（生徒）に
ついては、作成や活用が義務づけられて
いる。 
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「個別発達支援計画書」 
作成スケジュール 

６月 

•対象児童の名簿を各小学校に送付【子ども特別支援】 

•対象児童名簿を確認【小学校】 

７月 

•会議の日程調整【すこやか】 

•対象児童について情報収集【すこやか】 

•必要に応じ、学校訪問【すこやか】 

８～１２月 

•関係者参加による個別支援計画会議の開催【小学校】 

•会議の結果をまとめて作成した計画書を小学校に持参【すこやか】 

•保護者に会議の結果を報告【すこやか】 
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個別発達支援計画書の作成(情報収集) 

• すこやか福祉センター職員が関係機関等
から情報収集 
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個別支援計画会議 
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個別支援計画会議 

• 就学時に「申し送り」を行った子ども及び就
学後に支援を開始した子どもの支援計画（個
別発達支援計画書）の検討を行う。 

 
• 原則として 
 小学校１・４・６年生 
 
• 小学校、すこやか福祉センター、学童クラブ、

放課後等デイサービス事業所、教育委員会の
連携 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
毎年８月から１２月までの間に、小学校に支援関係者が集まり、対象児童の「個別支援計画」を作るための会議を開催しています。これが「個別支援計画会議」です。課題の解決をはかるための連携構築の場でもあり、参加者が「顔の見える関係」を作れるというのも、この会議の効果の一つです。対象児童は原則として、入学から数か月後を経過した１年生、３年経過しての状況を確認する４年生、そして卒業と中学校への進学を控え、今後の支援について検討する６年生を対象としますが、個々の状況によりこれ以外の学年でも対象とする場合があります。中学校に進学した後も支援が必要と判断された６年生については、中学校への「申し送り」を行います。



「個別発達支援計画書」 

• 「個別支援計画会議」で確認した内容を
もとに、すこやか福祉センターで作成 

 

 

 

• 学校で支援・指導に活用 

 

• 保護者に報告 
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今後の課題 

• 中学校での関係機関連携の強化 

 

• 書式等の共通化による簡素化 

 

• 就学相談との連携強化 
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切れ目のない支援 

• 就学移行支援（申し送り）により、ライ
フステージが変わっても支援が継続 

 

• 学校だけでなく、すこやか福祉センター
等が連携して支援を継続的に実施 

 

• 個別支援計画会議の開催により関係機関
との顔の見える関係を構築 
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